
（現行）

計 画 書

相楽都市計画地区計画の変更（木津川市決定）

相楽都市計画国道沿道地区地区計画を次のように変更する。

名 称 国道沿道地区計画

位 置

京都府木津川市山城町上狛一本木及び上狛猩々垣外の全部、並びに北河

原乾川原及び北河原畑岡並びに椿井北野、椿井畑岡、椿井落合、椿井水垣

内、椿井阪ノ下、椿井堂垣内、椿井鳥井及び椿井伊賀落並びに上狛柘榴垣

外、上狛チサエ、上狛松笠、上狛宝本、上狛西浦代、上狛内瀬、上狛前畑、

上狛大竹、上狛造々垣外及び上狛落辺の各一部

面 積 約２３．１ｈａ

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針

地 区 計 画 の 目 標

当地区は国道２４号沿道に位置し、多数の空閑地を有する地区である。

地区計画を定めることにより、基盤の整備や、建築物の規制・誘導を図

り、国道２４号沿道については優れた交通環境を生かした工業地、沿道サ

ービス地の形成を、沿道後背地では良好な住環境を有した住宅地の形成を

図る。

土 地 利 用 の 方 針

以下の地区に区分し、それぞれの用途に応じた土地利用を図る。

１．準工業地区

国道沿道の利便性を活かし、周辺環境を考慮した工業地とする。

２．第一種住居地区

良好な住環境を有した住宅地とする。

地区施設の整備の方針 区画道路の計画的な配置・整備を図る。

建築物等の整備の方針

地区の区分に基づき、建築物等の用途などの制限を定める。

１．準工業地区

優良な工業地の形成を図るため、建築物の用途、敷地の最低面積の制

限を定める。また、良好な環境の形成を図るため、壁面の位置、垣又

は柵の構造について制限を定める。

２．第一種住居地区

良好な住宅地の整備を図るため、建築物の用途、敷地の最低面積の制

限を定め、建築物の混在化や敷地の細分化による住環境の悪化を防

ぐ。

地

区

整

備

計

画

地区施設の配置及び規

模

区画道路： Ａ道路：延長…約１８０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｂ道路：延長…約３６０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｃ道路：延長…約１６０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｄ道路：延長…約２２０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｅ道路：延長…約１１０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｆ道路：延長…約２２０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｇ道路：延長…約３０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｈ道路：延長…約４０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｉ道路：延長…約４７０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｊ道路：延長…約８０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｋ道路：延長…約１６０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｌ道路：延長…約９０ｍ ・幅員…４ｍ

Ｍ道路：延長…約１４０ｍ ・幅員…４ｍ

Ｎ道路：延長…約１００ｍ ・幅員…４ｍ

Ｏ道路：延長…約１９０ｍ ・幅員…４ｍ

Ｐ道路：延長…約２４０ｍ ・幅員…４ｍ

（変更案）

計 画 書

相楽都市計画地区計画の変更（木津川市決定）
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内、椿井阪ノ下、椿井堂垣内、椿井鳥井及び椿井伊賀落並びに上狛柘榴垣

外、上狛チサエ、上狛松笠、上狛宝本、上狛西浦代、上狛内瀬、上狛前畑、

上狛大竹、上狛造々垣外及び上狛落辺の各一部

面 積 約２３．１ｈａ

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針

地 区 計 画 の 目 標

当地区は国道２４号沿道に位置し、多数の空閑地を有する地区である。

地区計画を定めることにより、基盤の整備や、建築物の規制・誘導を図

り、国道２４号沿道については優れた交通環境を生かした工業地、沿道サ

ービス地の形成を、沿道後背地では良好な住環境を有した住宅地の形成を

図る。

土 地 利 用 の 方 針

以下の地区に区分し、それぞれの用途に応じた土地利用を図る。

１．準工業地区

国道沿道の利便性を活かし、周辺環境を考慮した工業地とする。

２．第一種住居地区

良好な住環境を有した住宅地とする。

地区施設の整備の方針 区画道路の計画的な配置・整備を図る。

建築物等の整備の方針

地区の区分に基づき、建築物等の用途などの制限を定める。

１．準工業地区

優良な工業地の形成を図るため、建築物の用途、敷地の最低面積の制

限を定める。また、良好な環境の形成を図るため、壁面の位置、垣又

は柵の構造について制限を定める。

２．第一種住居地区

良好な住宅地の整備を図るため、建築物の用途、敷地の最低面積の制

限を定め、建築物の混在化や敷地の細分化による住環境の悪化を防

ぐ。

地

区

整

備

計

画

地区施設の配置及び規

模
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Ｂ道路：延長…約３６０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｃ道路：延長…約１６０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｄ道路：延長…約２２０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｅ道路：延長…約１１０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｆ道路：延長…約２２０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｇ道路：延長…約３０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｈ道路：延長…約４０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｉ道路：延長…約４７０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｊ道路：延長…約８０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｋ道路：延長…約１６０ｍ ・幅員…６ｍ

Ｌ道路：延長…約９０ｍ ・幅員…４ｍ

Ｍ道路：延長…約１４０ｍ ・幅員…４ｍ

Ｎ道路：延長…約１００ｍ ・幅員…４ｍ

Ｏ道路：延長…約１９０ｍ ・幅員…４ｍ

Ｐ道路：延長…約２４０ｍ ・幅員…４ｍ



「区域及び地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」

理 由

合併により本地区計画の文言及び時点修正を行うため、相楽都市計画地区計画の変更を行うもので

ある。

地

区

整

備

計

画

地

区

の

区

分

地 区 の 名 称 準 工 業 地 区 第 一 種 住 居 地 区

地 区 の 面 積 約２２．８ｈａ 約０．３ｈａ

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

建築物等の用途の

制限

次の各号に掲げる建築物は建築

してはならない。

(1) 建築基準法別表第二（ぬ）項

に掲げる建築物

(2) 幼稚園、小学校、中学校、高

等学校

(3) 大学、高等専門学校

(4) 専修学校、その他これらに類

するもの

(5) 図書館、博物館、その他これ

らに類するもの

(6) 老人ホーム、身体障害者福祉

ホーム、その他これらに類する

もの

(7) 老人福祉センター、児童厚生

施設、その他これらに類するも

の

(8) 病院

(9) 畜舎で床面積が 15㎡を超え
るもの

(10) 風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律第２

条第１項に規定する「風俗営

業」、同条第６項に規定する「

店舗型性風俗特殊営業」の用途

に供するもの

次の各号に掲げる建築物は建築

してはならない。

(1) 建築基準法別表第二（ほ）項
に掲げる建築物

(2) 運動施設（ボーリング場、ス
ケート場、水泳場、ゴルフ練習

場、バッティング練習場等）

(3) ホテル又は旅館
(4) 自動車教習所
(5) 畜舎で床面積が 15㎡を超え
るもの

(6) 風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律第２

条第１項に規定する「風俗営

業」、同条第６項に規定する「

店舗型性風俗特殊営業」の用途

に供するもの

(7) 京都府条例「青少年の健全な
育成に関する条例」第 23条第
１項の規定に定める営業の用

途に供するもの

建築物の敷地面積

の最低限度

１５０㎡ １２０㎡

ただし、本地区計画の都市計画決定時（平成１２年６月９日告示）にお

いて、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しな

いもの、又は、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地と

して使用するならば、当該規定に適合しなくなる土地については、その全

部を一の敷地として使用する場合は当該規定は適用しない。

壁面の位置の制限

建築物の外壁、又は、これに代わ

る柱の面から道路境界線までの距

離のうち、国道２４号に面する部分

の最低限度は、1.0mとする。

―

垣又は柵の構造の

制限

塀を設ける場合には、国道２４号

に面する側の道路境界線との距離

を 1.0m以上とし、道路との間には
植栽を施すものとする。

投資可能なネットフェンス、生垣

を設ける場合には、この限りでな

い。

―

「区域及び地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」

理 由

本都市計画は、関係法令の改正に伴う用語及び引用条項ずれの整理を行うため、国道沿道地区計画

を変更するものである。
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(7) 老人福祉センター、児童厚生
施設その他これらに類するも

の

(8) 病院
(9) 畜舎で床面積が 15㎡を超え
るもの

(10) 風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律第２

条第１項に規定する「風俗営

業」又は同条第６項に規定する
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